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犬の登録・狂犬病予防注射を忘れずに！！

令和4年度　狂犬病予防注射日程

軽自動車税（種別割）の減免について
　町では、心身に障がいのある人のために使用されている軽自動車にかかる軽自動車税を、一定要件のもとで
申請により減免しています。

　犬の登録（生涯１回）・狂犬病予防注射（毎年１回）は、飼っている方の義務です。予防注射は必ず受けてくだ
さい。

問�税務課(愛知川庁舎)　☎0749ー42ー7690

　なお、上記の日程で注射できない方は動物病院で接種
してください。
　時間が多少前後する可能性がありますのでご了承く
ださい。
※�犬に持病があったり当日体調が悪かったり（下痢、食欲不振)、
妊娠中の場合は、会場で接種できない場合があります。
　�犬の登録事項に変更(死亡、住所、所有者等)がありましたら、
｢犬の登録事項変更届｣を行ってください。（変更届は役場に
あります。）

●１頭に必要な費用
　　「犬の登録カード(愛犬カード)｣を会場にご持参
　ください。

 ◎すでに犬の登録が済んでいる人
�　　狂犬病予防注射料金　　　　　　2,950円
�　　狂犬病予防注射票交付手数料　　　550円
�　　　　　　　　　　　　　合　計　3,500円

 ◎同時に犬を登録する人
�　（生後91日以上の犬で未登録の場合）
�　　犬の登録手数料　　　　　　　　3,000円
�　　狂犬病予防注射料金　　　　　　2,950円
�　　狂犬病予防注射票交付手数料　　　550円
 　　　　　　　　　　　　　合　計　6,500円

　なお、当日の注射は、彦根保
健所管内の滋賀県獣医師会の
獣医師にお願いしています。

問�くらし安全環境課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7699

■減免申請に必要な書類
　①納税通知書および納付書　②運転者の運転免許証
　③自動車検査証　④身体障害者手帳等
　⑤自動車所有者と運転者の印鑑
　⑥所有者のマイナンバーカードまたは、通知カード
　⑦�生計同一証明または民生委員の証明（常時介護する人が申請
する場合のみ）

■申請期限
　5月24日(火)【納期限の1週間前まで】
　※�減免される自動車は、普通自動車も含めて一人の身体障がい
者等について一台です。

　※�前年度に減免を受けられている人も毎年申請が必要です。該
当される人は、期限までに申請されないと減免が受けられま
せんので、ご注意ください。

■減免の対象となる人
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの
交付を受けられている人（以下「身体障が
い者等」という。）で、一定の級以上に該当
する人。

■減免の対象となる自動車
●�身体障がい者等が所有する軽自動車等で、
次の①から③のいずれかの人が運転する
もの。
　　①身体障がい者等の本人
　　②身体障がい者等と生計を同一にする人
　　③身体障がい者等を常時介護する人
●一定の規定に準ずる軽自動車等

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

1 日
令和4年度　春季特別展
木下美術館所蔵絵画展ー名画との出会いー
（4月13日から5月29日まで）

10：00～17：00 歴史文化博物館

8 日 第14回中山道愛知川宿のれんアート※最終日
（4月23日～5月8日まで） 中山道愛知川宿一帯

13 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館
15 日 愛知川宿ふれあいマーケット 10：00～16：00 愛知川ふれあい本陣

17 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15

秦荘図書館
13：30～14：15

22 日
湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市 ��9：00～12：00 湖東三山館あいしょう
古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

成年年齢引き下げに伴う手続き等の変更について、主なものをお知らせします。
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日程 実施時間 実施場所

4月28日
（木）

��9：30～10：30 愛知川保健センター横

11：00～11：30 豊国運動公園

13：45～14：30 秦荘保健センター

15：00～15：30 愛荘町スポーツセンター前

16：00～16：30 長塚地域総合センター前

5月16日
（月）

13：30～14：15 秦荘図書館駐輪場

14：45～15：30 愛知川保健センター横

令和４年４月１日より、民法改正により
成年年齢は18歳になります

住民課（☎0749-42-7692）

戸籍の届出

婚姻届
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性
は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。

証人
（婚姻届・離婚届等）

証人になるべき者の年齢が20歳以上から18歳以上となり
ます。

親権 親権に服する者の年齢が20歳未満から18歳未満となります。

分籍届 届出できる者の年齢が20歳以上から18歳以上となります。

養子縁組届 養親になることができる年齢に変更はありません。令和4
年4月1日以降も20歳以上のままとなります。

※�成年年齢引き下げについてのその他の届出については、法務省のホームページ
をご確認ください。

個人番号（マイナンバー）
カード カードの有効期間が10年となる年齢が20歳から18歳となります。

税務課（☎0749-42-7690）

住民税非課税年齢 令和5年度課税からは令和5年1月1日時点で18歳未満の者で合計所得金額が135
万円未満の者が非課税となります。

成年年齢引き下げに関する詳細は
政府広報オンラインからご確認く
ださい。

政府広報
オンライン①

政府広報
オンライン②

成年年齢引き下げに
関するパンフレット
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